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補償コンサルタント登録の停止措置について

本日、国土交通省東北地方整備局長は、株式会社鈴木久測量設計事務所に対
して補償コンサルタント登録の停止措置を行いました。

登録の停止措置の概要

１．登録停止措置業者名及び住所
株式会社鈴木久測量設計事務所
山形県鶴岡市道田町２７－２６

２．停止した部門
土地調査部門、物件部門、営業補償・特殊補償部門、事業損失部門

３．停止する期間
平成２３年４月１５日～平成２３年５月１４日（３０日間）

４．事実概要
株式会社鈴木久測量設計事務所は、山形県庄内総合支庁が発注した平

成２２年度街路整備事業（交付金）３・４・３羽黒橋加茂線用地調査等
事務委託（その２）において、身分証明書を偽造して、発注者の承諾を
得ないで委託業務の一部を受託外業者に請け負わせた。

５．停止措置理由
身分証明書を偽造して、委託業務の一部を受託外業者に請け負わせ契

約違反を行ったことは、補償コンサルタント登録規程（昭和５９年９月
２１日建設省告示第１３４１号）第１１条第１項に該当する。

６．登録の停止措置の効力
登録を停止された者は、停止の期間中は、登録を受けていることを表

示してはならない。

＜参考 補償コンサルタント登録規程＞
第１１条第１項（登録の停止等）

国土交通大臣は、登録を受けた者がその業務に関し不誠実な行為をし
た場合には、１年以内の期間を定めて、その登録の全部又は一部を停止
することができるものとする。
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